
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月１４日 ０２時２６分ごろ 

発生場所 広島県呉市上
かみ

蒲刈
かまがり

島南方沖  

 鴨
かも

瀬
せ

灯台から真方位２１０°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０６.３′ 東経１３２°４３.８′） 

事故の概要 貨物船すまは、西南西進中、また、押船７７三協
さんきょう

丸は、土運船Ｓ

－１３０３を押して北東進中、すまとＳ－１３０３とが衝突した。 

事故等調査の経過 平成２９年３月１５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 すま、７３１トン 

   １３３５３１、井本船舶株式会社 

Ｂ 押船 ７７三協丸、１５８トン 

   １４１２１９、三協産業株式会社 

Ｃ 土運船 Ｓ－１３０３、約９９２トン 

   なし、土砂船舶有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

  航海士Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷等 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、コンテナ約１３個を積載し、

平成２９年３月１３日１４時１０分ごろ阪神港神戸区を出港して広島

県大竹市大竹港に向かった。 

Ａ船は、船長Ａが１人で船橋当直に当たり、法定灯火を表示し、約

１２.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、上蒲刈島の

南方沖を西南西進していた。 

船長Ａは、左舷船首約２０°～３０°に、Ｂ船の白色灯１個及び緑

色灯１個を認め、Ｂ船がＡ船の船尾方に向けて右転するものと思っ

た。 

船長Ａは、Ａ船の進路を避けるものと思っていたＢ船が接近を続け

るので、探照灯で２、３回発光信号を行ったものの、Ｂ船が転舵しな

いので、右舵一杯としたが、０２時２６分ごろＡ船の左舷船尾部とＣ



 

船の左舷船首部とが衝突するのを認めた。 

船長Ａは、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、無人のＣ船を船

首に嵌
かん

合
ごう

して押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を構成し、１３

日１２時３０分ごろ関門港若松区を出港して広島県尾道糸崎港に向か

った。 

Ｂ船押船列は、航海士Ｂが１人で船橋当直に当たり、法定灯火を表

示し、愛媛県松山市安居
あ い

島の付近を航行中、航海士Ｂが、行き会う船

舶がほとんどなくなったので、約７.５kn の速力で、自動操舵とし、

暖房の効いた操舵室内の操舵輪後方にあった椅子に腰を掛け、背中を

もたれる姿勢で見張りを行い、上蒲刈島の南方沖を北東進した。 

航海士Ｂは、いつしか居眠りに陥り、衝撃で目が覚め、Ｃ船の左舷

船首部とＡ船の左舷船尾部とが衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、衝突に気付いて昇橋し、船長Ａに依頼して海上保安庁に

本事故の発生を通報した。 

分析 Ａ船は、船長Ａが、左舷船首方のＢ船押船列がＡ船の進路を避ける

ものと思い、間近に接近する状況となったＢ船押船列に対して発光信

号により注意を促したものの、衝突を避けるための動作が遅れたこと

から、Ｂ船押船列と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、航海士Ｂが、居眠りに陥っていたことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

航海士Ｂは、行き会う船舶がほとんどいなかったこと、暖房の効い

た操舵室内で自動操舵とし、椅子に腰を掛けて背中をもたれる姿勢で

見張りを行っていたことから、居眠りに陥った可能性があると考えら

れる。 

原因 本事故は、夜間、上蒲刈島南方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ

船押船列が北東進中、船長Ａが衝突を避けるための動作をとるのが遅

れ、また、航海士Ｂが居眠りに陥っていたため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・適切な時機に衝突を避けるための動作をとること。 

 ・暖房の効いた操舵室内では、時折、手動操舵としたり、立って見

張りを行ったりするなど、居眠り運航の防止措置を採ること。 

 


